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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  248 号  

   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） の 要 領 公  

   表  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 の 市 議 会 に お い て 議 決 を 得 た 令 和 ６ 年 度 横 浜 市  

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） の 要 領 を 、 別 冊 の と お り 公 表 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 告 示 第  249 号  

   金 沢 区 富 岡 東 六 丁 目 に お け る 街 区 の 変 更  

 横 浜 市 住 居 表 示 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 39 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 95 号 ）

第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 金 沢 区 富 岡 東 六 丁 目 の 街 区 を 次 の と お り 変

更 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  変 更 す る 街 区  

  金 沢 区 富 岡 東 六 丁 目 33 番 街 区 （ 別 図 の と お り ）  

２  実 施 期 日  

  令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  
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別図

金沢区富岡東六丁目における街区の変更図
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横 浜 市 告 示 第  250 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 １ 月 １ 日  片 倉 町 ひ ふ ・ み み は

な の ど ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 片 倉 一 丁 目

28 番 11 号  

令 和 ６ 年 １ 月 21 日  た か は し 歯 科 医 院  戸 塚 区 品 濃 町  523 番

地 の ３  

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日  社 会 福 祉 法 人 ハ ー ト

フ ル 記 念 会 ブ ラ イ ト

デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク

横 浜 北  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 ８

番 36 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 25 日  サ ン ド ラ ッ グ 若 草 台

薬 局  

青 葉 区 若 草 台 17 番 地

の １  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  い な 歯 科 医 院  鶴 見 区 佃 野 町 30 番 ２

号  

 同  つ る み 透 析 内 科 ク リ

ニ ッ ク  

鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 12

番 31 号  

 同  元 気 訪 問 看 護 リ ハ ス

テ ー シ ョ ン 鶴 見  

鶴 見 区 豊 岡 町 ５ 番 17

号  

 同  本 町 薬 局  中 区 本 町 １ 丁 目 ２ 番

地  

 同  大 村 薬 局  中 区 麦 田 町 ４ 丁 目 10  

2 番 地  

 同  く す の き ク リ ニ ッ ク  港 南 区 港 南 台 四 丁 目

１ 番 １ 号  

 同  松 本 医 院  港 南 区 最 戸 一 丁 目 14

番 31 号  

 同  大 村 薬 局 野 庭 店  港 南 区 野 庭 町  610 番

地  

 同  和 田 町 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 和 田 一 丁

目 12 番 14 号  

 同  横 浜 磯 子 呼 吸 器 内 科

ク リ ニ ッ ク  

磯 子 区 森 一 丁 目 ９ 番

１ 号  
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 同  か も い 在 宅 ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 白 山 一 丁 目 １ 番

３ 号  

 同  す み れ 整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

都 筑 区 池 辺 町  4,035  

番 地 の １  

 同  北 山 田 耳 鼻 咽 喉 科  都 筑 区 北 山 田 一 丁 目

９ 番 ３ 号  

 同  Ｈ Ａ Ｋ Ｕ ブ レ ス ト ケ

ア ク リ ニ ッ ク  

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 37 番 ３ 号  

 同  河 野 歯 科 医 院  都 筑 区 仲 町 台 一 丁 目

26 番 18 号  

 同  医 療 法 人 東 戸 塚 駅 前

な か や ま ク リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

の ５  

 同  戸 塚 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ

ニ ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町  6,005  

番 地 の １  

 同  十 番 館 薬 局 い ず み 野

店  

泉 区 和 泉 町  6,206 番

地 の ２  

 同  み ら い 薬 局 岡 津 店  泉 区 岡 津 町  2,092 番

地 の ５  

 同  ゆ め が 丘 総 合 病 院  泉 区 下 飯 田 町  1,609  

番 地 の １  

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  レ ア ー ル 訪 問 歯 科 横

浜 鶴 見 院  

鶴 見 区 佃 野 町 22 番 １

号  

 同  ひ か り 歯 科  鶴 見 区 佃 野 町 23 番 40

号  

 同  医 療 法 人 社 団 慶 真 会

横 浜 フ ロ ン ト 脳 神 経

外 科  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  ザ ・ ヨ コ ハ マ フ ロ ン

ト ・ ベ イ サ イ ド ク リ

ニ ッ ク  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  メ デ ィ カ ル パ ー ク ダ

イ レ ク ト タ ワ ー 横 浜  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  横 浜 フ ロ ン ト ク リ ニ

ッ ク  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  横 浜 フ ロ ン ト 薬 局  神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  横 浜 フ ロ ン ト ゆ う き

総 合 歯 科 ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 １ 丁

目 41 番 地  

 同  横 浜 在 宅 診 療 ク リ ニ

ッ ク  

神 奈 川 区 鶴 屋 町 ３ 丁

目 29 番 地 の ４   
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 同  Ｍ ｙ ク リ ニ ッ ク 本 多

内 科 医 院  

神 奈 川 区 反 町 ４ 丁 目

27 番 地 の １  

 同  西 横 浜 藤 棚 ガ ー デ ン

歯 科 ク リ ニ ッ ク  

西 区 浜 松 町 １ 番 １ 号  

 同  横 浜 ス テ ラ 歯 科 ク リ

ニ ッ ク  

西 区 平 沼 二 丁 目 ３ 番

18 号  

 同  な の 花 薬 局 み な と み

ら い 店  

西 区 み な と み ら い 五

丁 目 １ 番 ２ 号  

 同  か も め メ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク 関 内 馬 車 道 心

療 内 科  

中 区 弁 天 通 ３ 丁 目 47

番 地 の ２  

 同  関 内 馬 車 道 み な と ま

ち 歯 科  

中 区 弁 天 通 ３ 丁 目 47

番 地 の ２  

 同  ク オ ー ル 薬 局 馬 車 道

店  

中 区 弁 天 通 ３ 丁 目 47

番 地 の ２  

 同  馬 車 道 ブ レ ス ト ク リ

ニ ッ ク  

中 区 弁 天 通 ３ 丁 目 47

番 地 の ２  

 同  横 濱 元 町 メ ン タ ル ク

リ ニ ッ ク  

中 区 元 町 ２ 丁 目 99 番

地  

 同  Ａ Ｌ Ｏ Ｈ Ａ 歯 科  港 南 区 丸 山 台 三 丁 目

２ 番 １ 号  

 同  フ ァ ミ ー ユ デ ン タ ル

ク リ ニ ッ ク  

保 土 ケ 谷 区 和 田 二 丁

目 ７ 番 ４ 号  

 同  イ ン ナ ー ビ ュ ー 内 視

鏡 レ デ ィ ー ス ク リ ニ

ッ ク 新 横 浜  

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

３ 番 地 の 12  

 同  横 浜 甲 状 腺 ク リ ニ ッ

ク  

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の 17  

 同  日 吉 こ ま ば や し 歯 科  港 北 区 日 吉 本 町 二 丁

目 27 番 22 号  

 同  あ い こ 内 科 ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 台 村 町  329 番 地

の ３  

 同  日 本 調 剤 新 あ ざ み 野

薬 局  

青 葉 区 あ ざ み 野 一 丁

目 ９ 番 地 の 15  

 同  Ｒ Ｉ Ｃ メ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク あ ざ み 野  

青 葉 区 あ ざ み 野 一 丁

目 ９ 番 地 の 15  

 同  美 し が 丘 さ い と う 耳

鼻 咽 喉 科  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 15 番 地 の ７  

 同  サ エ ラ 薬 局 た ま プ ラ

ー ザ 店  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 15 番 地 の ７   
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 同  た ま プ ラ ー ザ 駅 前 皮

ふ 科  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 15 番 地 の ７  

 同  北 村 脳 神 経 ク リ ニ ッ

ク  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目

５ 番 ４ 号  

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日  み な と み ら い ク リ ニ

ッ ク 新 高 島  

西 区 み な と み ら い 五

丁 目 １ 番 ２ 号  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン

等 の 名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

Ｕ Ｉ Ｘ 株 式

会 社  

中 区 山 下 町

２ 番 地  

そ ふ と 訪 問

看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

磯 子 区 岡 村 七

丁 目 １ 番 ４ 号  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

一 般 社 団 法

人 在 宅 医 療

協 会  

東 京 都 目 黒

区 鷹 番 ２ 丁

目 20 番 17 号  

グ レ ー ス 訪

問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 横

浜  

緑 区 長 津 田 七

丁 目 ６ 番 20 号  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

株 式 会 社 シ

ン セ リ テ ィ

ー ・ ケ ア マ

ネ ジ メ ン ト  

中 区 赤 門 町

１ 丁 目 ３ 番

地  

シ ン セ リ テ

ィ ー 訪 問 看

護 ス テ ー シ

ョ ン  

中 区 赤 門 町 １

丁 目 ３ 番 地  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協

会 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ

ン こ う な ん  

港 南 区 上 大 岡

西 一 丁 目 12 番

５ 号  

 同  株 式 会 社 Ｄ

ｏ Ｎ ｕ ｒ ｓ

ｉ ｎ ｇ  

緑 区 寺 山 町

97 番 地  

あ ん ね い 訪

問 看 護 西 谷  

保 土 ケ 谷 区 西

谷 三 丁 目 １ 番

１ 号  

 同  株 式 会 社 は

ま リ ハ  

青 葉 区 藤 が

丘 二 丁 目 １

番 地 の ７  

は ま リ ハ 訪

問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー

シ ョ ン 若 葉

台  

旭 区 若 葉 台 三

丁 目 ６ 番 ２ 号  

 同  医 療 法 人 俊

榮 会  

新 潟 県 南 魚

沼 市 欠 之 上  

 478 番 地 の

２  

訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン

ラ イ フ ィ ニ

テ ィ 二 俣 川  

旭 区 南 本 宿 町  

 118 番 地 の 19  

 同  株 式 会 社 Ｋ

Ｕ Ｌ Ｉ Ａ  

金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目  

ま ご こ ろ 訪

問 看 護 リ ハ  

金 沢 区 釜 利 谷

東 二 丁 目 10 番   
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  10 番 ５ 号  ビ リ ス テ ー

シ ョ ン  

５ 号  

 同  合 同 会 社 グ

リ ー ン リ ー

フ  

緑 区 北 八 朔

町  1,195 番

地 の ３  

グ リ ー ン リ

ー フ ・ メ デ

ィ カ ル ホ ー

ム ナ ー ス  

緑 区 西 八 朔 町  

 1,269 番 地 の

１  

 同  株 式 会 社 フ

ィ レ ル ク ー

ル  

青 葉 区 奈 良

町  2,898 番

地 の ４  

あ か ね 台 は

な の 実 訪 問

看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

青 葉 区 あ か ね

台 一 丁 目 31 番

地 の ９  

 同  株 式 会 社 Ｓ

ｉ ｔ Ｌ  

戸 塚 区 下 倉

田 町  1,755  

番 地 の ９  

ひ ま わ り 訪

問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン  

戸 塚 区 上 倉 田

町  232 番 地 の

１  

 同  株 式 会 社 Ｓ

Ｈ Ｉ Ｍ  

戸 塚 区 上 矢

部 町  1,180  

番 地 の ３  

も み じ 訪 問

看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

栄 区 小 菅 ケ 谷

四 丁 目 18 番 26

号  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協

会 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ

ン い ず み  

泉 区 和 泉 中 央

南 四 丁 目 １ 番

３ 号  
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横 浜 市 告 示 第  251 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ５ 年

10 月 １ 日  

大  関  孝  行  横 浜 在 宅 マ ッ サ

ー ジ  

泉 区 上 飯 田 町  922  

番 地 の ８  

令 和 ６ 年

４ 月 12 日  

田  中  駿  平  開 設 な し  旭 区 東 希 望 が 丘 21  

7 番 地  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

加  納  慧  子  ア イ ジ ュ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 院  

鶴 見 区 平 安 町 １ 丁

目 ６ 番 地 の 10  

 同  山  内  康  弘   同   同  

 同  平  賀    豊  矢 向 駅 前 接 骨 院  鶴 見 区 矢 向 六 丁 目

11 番 30 号  

 同  嶋  田  朋  恵  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

 同  吉  田  将  人   同   同  

 同  森    省  三  マ ッ サ ー ジ レ イ

ス 治 療 院 保 土 ヶ

谷  

保 土 ケ 谷 区 天 王 町

１ 丁 目 12 番 地 の 10  

 同  木  下  和  也  あ お ぞ ら 整 骨 院  保 土 ケ 谷 区 星 川 三

丁 目 ７ 番 16 号  

 同  田  中  大  地  開 設 な し  旭 区 市 沢 町 81 番 地

の 10  

 同  高  橋    剛  か ら だ 元 気 治 療

院 港 北 ニ ュ ー タ

ウ ン 店  

緑 区 台 村 町  352 番

地 の 13  

 同  草  川  利  昌  オ ー ロ ラ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院  

緑 区 長 津 田 み な み

台 六 丁 目 23 番 地 の

３  

 同  伊  藤  太  樹  は り 、 き ゅ う 、

あ ん 摩 マ ッ サ ー

ジ 指 圧 ひ ま わ り

治 療 院 都 筑  

都 筑 区 中 川 一 丁 目

20 番 １ 号  

 同  大  藏  美  樹   同   同  
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 同  遠  山    優  か ら だ 元 気 治 療

院 多 摩 店  

東 京 都 多 摩 市 鶴 牧

２ 丁 目 21 番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  252 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ６ 年

２ 月 １ 日  

(新) 医 療 法 人 社 団 陽 命 会 き

く な 小 児 科 皮 ふ 科 内 科 ク

リ ニ ッ ク  

港 北 区 篠 原 北 二 丁 目 ４ 番

５ 号  

(旧) 医 療 法 人 社 団 陽 命 会 き

く な 小 児 科 皮 ふ 科 ク リ ニ

ッ ク  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

１ 月 13 日  

株 式 会 社 Ｌ

ｉ ｎ ｋ  ｗ

ｉ ｔ ｈ  

(新) 緑 区 十 日

市 場 町  838  

番 地 の １  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン Ｗ ｉ

ｎ ｇ  

(新) 緑 区 十 日 市

場 町  838 番 地

の １  

(旧) 青 葉 区 市

ケ 尾 町 1,16  

7 番 地 の １  

(旧) 青 葉 区 市 ケ

尾 町  1,167 番

地 の １  

令 和 6 年

3 月 12 日  

一 般 社 団 法

人 Ｒ Ｏ Ｏ Ｔ  

(新) 金 沢 区 釜

利 谷 東 二 丁

目 18 番 22 号  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ｌ ｅ

ａ ｆ  

(新) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 18

番 22 号  

(旧) 金 沢 区 釜

利 谷 東 三 丁

目 ６ 番 37 号  

(旧) 金 沢 区 釜 利

谷 東 三 丁 目 ６

番 37 号  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

一 般 社 団 法

人 愛 楽 圓   

磯 子 区 丸 山

一 丁 目 15 番

１ 号  

(新) ア イ ナ ー ス

Ｓ Ｓ Ｃ  

中 区 松 影 町 ３

丁 目 11 番 地 の

２  (旧) あ い 訪 問 看

護 ・ リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

特 別 支 援 セ ン   
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   タ ー   

 同   同   同  (新) ア イ ナ ー ス

磯 子  

磯 子 区 上 町 １

番 28 号  

(旧) あ い 訪 問 看

護 ・ リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン  
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横 浜 市 告 示 第  253 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

市  川  真 由 美  株 式 会 社 安 心 サ

ー ビ ス 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ  

(新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  黒  川  千  年   同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  小  林  賀  孝   同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  関  野    豪  

 

 同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  西  尾  公  一   同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  町  田  俊  和   同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  

 同  山  﨑    元   同  (新) 中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目  114 番 地  

(旧) 中 区 三 吉 町 ４ 番

地 の ６  
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令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

鈴  木    朗  (新) 開 設 な し  (新) 保 土 ケ 谷 区 星 川

三 丁 目 19 番 35 号  

(旧) こ こ ろ 横 浜 中

央 鍼 灸 治 療 院  

(旧) 泉 区 緑 園 七 丁 目

６ 番 地 の ５  

令 和 ６ 年

４ 月 19 日  

渥  見  建  太  (新) は り ・ き ゅ う

・ マ ッ サ ー ジ グ

ッ ド ラ イ フ サ ポ

ー ト  

(新) 神 奈 川 区 七 島 町  

 106 番 地 の ７  

(旧) は り ・ き ゅ う

・ マ ッ サ ー ジ み

ど り の 風 横 浜 青

葉  

(旧) 青 葉 区 田 奈 町 13

番 地 の 10  

 同  飯  島  厚  大  (新) は り ・ き ゅ う

・ マ ッ サ ー ジ グ

ッ ド ラ イ フ サ ポ

ー ト  

(新) 神 奈 川 区 七 島 町

106 番 地 の ７  

(旧) は り ・ き ゅ う

・ マ ッ サ ー ジ み

ど り の 風 横 浜 緑  

(旧) 緑 区 台 村 町  516  

番 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

鷹  島  奈 緒 美  (新) 開 設 な し  (新) 神 奈 川 区 西 神 奈

川 一 丁 目 18 番 地 の

４  

(旧) 温 手 堂 マ ッ サ

ー ジ は り 灸 院  

(旧) 南 区 真 金 町 ２ 丁

目 19 番 地 の 21  

令 和 ６ 年

５ 月 10 日  

小  林  由  弥  (新) 開 設 な し  (新) 戸 塚 区 吉 田 町 1,  

123 番 地 の ３  

(旧) ひ ゅ う が 訪 問

マ ッ サ ー ジ ・ は

り き ゅ う  

(旧) 港 南 区 上 大 岡 西

二 丁 目 ５ 番 13 号  
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横 浜 市 告 示 第  254 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

休 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  医 療 法 人 社 団 北 村 小

児 科  

磯 子 区 森 一 丁 目 ７ 番

３ 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  医 療 法 人 社 団 元 志 会

鶴 ヶ 峰 駅 前 耳 鼻 咽 喉

科  

旭 区 鶴 ケ 峰 二 丁 目 30

番 地 の 10  
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横 浜 市 告 示 第  255 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 12 月 ４ 日  Ａ Ｉ ク リ ニ ッ ク た ま

プ ラ ー ザ  

青 葉 区 美 し が 丘 一 丁

目 ５ 番 地 の ５  

令 和 ６ 年 １ 月 20 日  た か は し 歯 科 医 院  戸 塚 区 品 濃 町  523 番

地 の ３  

令 和 ６ 年 ３ 月 21 日  陽 の 光 ク リ ニ ッ ク  中 区 尾 上 町 ３ 丁 目 28

番 地  

令 和 ６ 年 ３ 月 24 日  サ ン ド ラ ッ グ 若 草 台

薬 局  

青 葉 区 若 草 台 17 番 地

の １  

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  い な 歯 科 医 院  鶴 見 区 佃 野 町 30 番 ２

号  

 同  医 療 法 人 社 団 望 星 会

鶴 見 西 口 病 院  

鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 12

番 31 号  

 同  オ ガ サ 薬 局  中 区 本 町 １ 丁 目 ２ 番

地  

 同  大 村 薬 局  中 区 麦 田 町 ４ 丁 目 10  

2 番 地  

 同  川 崎 歯 科 医 院  南 区 南 太 田 一 丁 目 41

番 ２ 号  

 同  く す の き ク リ ニ ッ ク  港 南 区 港 南 台 四 丁 目

１ 番 １ 号  

 同  松 本 医 院  港 南 区 最 戸 一 丁 目 14

番 31 号  

 同  株 式 会 社 大 村 薬 局 野

庭 支 店  

港 南 区 野 庭 町  610 番

地  

 同  美 身 堂 薬 局  港 南 区 日 野 南 五 丁 目

９ 番 ４ 号  

 同  和 田 町 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 和 田 一 丁

目 12 番 14 号  
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 同  横 浜 磯 子 呼 吸 器 内 科

ク リ ニ ッ ク  

磯 子 区 森 一 丁 目 ９ 番

１ 号  

 同  た な か 薬 局  金 沢 区 六 浦 東 三 丁 目

１ 番 25 号  

 同  高 田 皮 フ 科  港 北 区 高 田 東 四 丁 目

23 番 ４ 号  

 同  か も い 在 宅 ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 鴨 居 一 丁 目 ９ 番

12 号  

 同  す み れ 整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

都 筑 区 池 辺 町  4,035  

番 地 の １  

 同  Ｈ Ａ Ｋ Ｕ ブ レ ス ト ケ

ア ク リ ニ ッ ク  

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 37 番 ５ 号  

 同  河 野 歯 科 医 院  都 筑 区 仲 町 台 二 丁 目

18 番 ８ 号  

 同  北 山 田 耳 鼻 咽 喉 科  都 筑 区 北 山 田 一 丁 目

９ 番 ３ 号  

 同  石 川 歯 科 医 院  戸 塚 区 川 上 町  367 番

地 の １  

 同  東 戸 塚 駅 前 な か や ま

ク リ ニ ッ ク 内 視 鏡 内

科 ・ 内 科 ・ 心 療 内 科  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

地 の ５  

 同  戸 塚 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ

ニ ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町  6,005  

番 地 の １  

 同  十 番 館 薬 局 い ず み 野

店  

泉 区 和 泉 町  6,206 番

地 の ２  

 同  み ら い 薬 局 岡 津 店  泉 区 岡 津 町  2,243 番

地  

 同  湘 南 泉 病 院  泉 区 新 橋 町  1,784 番

地  

令 和 ６ 年 ４ 月 ６ 日  大 島 皮 フ 科 美 容 ク リ

ニ ッ ク  

緑 区 青 砥 町  948 番 地

の 10  

令 和 ６ 年 ５ 月 31 日  本 牧 眼 科 ク リ ニ ッ ク  中 区 本 牧 原 １ 番 ４ 号  

 同  衛 藤 ク リ ニ ッ ク  磯 子 区 磯 子 三 丁 目 ６

番  

２  廃 止 訪 問 看 護 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン

等 の 名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 ニ

チ イ 学 館  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 駿  

ニ チ イ ケ ア

セ ン タ ー 樽  

港 北 区 樽 町 四

丁 目 ９ 番 30 号  
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  河 台 ４ 丁 目

６ 番 地  

町 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ

ン  
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横 浜 市 告 示 第  256 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日  名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ４ 月 ８ 日  有 限 会 社 岩 崎 薬 局  磯 子 区 杉 田 四 丁 目 ６

番 18 号  

令 和 ６ 年 ５ 月 31 日  い な ば 耳 鼻 咽 喉 科  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 51

番 １ 号  
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横 浜 市 告 示 第  257 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

有 限 会 社 グ

ル ー プ ホ ー

ム そ よ 風  

青 葉 区 大 場

町  384 番 地

の 29  

み ど り の そ よ

か ぜ  

青 葉 区 大 場 町  

 384 番 地 の 29  

２  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

有 限 会 社 グ

ル ー プ ホ ー

ム そ よ 風  

青 葉 区 大 場

町  384 番 地

の 29  

み ど り の そ よ

か ぜ  

青 葉 区 大 場 町  

 384 番 地 の 29  
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横 浜 市 告 示 第  258 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ３ 年

４ 月 １ 日  

医 療 法 人 恭

和 会  

(新) 神 奈 川 区

片 倉 二 丁 目

40 番 ６ 号  

新 横 浜 ク リ ニ

ッ ク 訪 問 介 護

セ ン タ ー  

(新) 神 奈 川 区 片

倉 二 丁 目 40 番

10 号  

(旧) 神 奈 川 区

片 倉 町  751  

番 地 の 21  

(旧) 神 奈 川 区 片

倉 町  726 番 地

の  165  

令 和 ５ 年

12 月 １ 日  

Ｍ ｏ ａ ｎ ａ

Ｃ ａ ｒ ｅ 株

式 会 社  

都 筑 区 荏 田

東 二 丁 目 18

番 ２ 号  

(新) ケ ア ク ル ー

碧  

都 筑 区 荏 田 東

一 丁 目 21 番 24

号  (旧) ケ ア サ ー ビ

ス 百 花  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

株 式 会 社 ア

カ リ エ  

(新) 港 南 区 上

大 岡 西 一 丁

目 ６ 番 １ 号  

(新) Ａ ― Ｓ ｍ ｉ

ｌ ｅ 横 浜  

神 奈 川 区 台 町

８ 番 地 の 14  

(旧) 神 奈 川 区

台 町 ８ 番 地

の 14  

(旧) ア カ リ エ ご

自 宅 訪 問 介 護

サ ー ビ ス  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 ウ

ッ ド ビ レ ッ

ジ  

東 京 都 千 代

田 区 丸 の 内

１ 丁 目 ９ 番

１ 号  

(新) 日 本 調 剤 横

浜 山 手 薬 局  

中 区 大 和 町 １

丁 目 ６ 番 地 の

４  (旧) な な ほ し 薬

局 山 手 駅 前 通

り 店  

 同  日 本 調 剤 株

式 会 社  

東 京 都 千 代

田 区 丸 の 内

１ 丁 目 ９ 番

１ 号  

(新) 日 本 調 剤 日

吉 薬 局  

港 北 区 箕 輪 町

一 丁 目 24 番 ９

号  (旧) な な ほ し 薬

局 日 吉 店  
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３  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

株 式 会 社 ア

カ リ エ  

(新) 港 南 区 上

大 岡 西 一 丁

目 ６ 番 １ 号  

(新) Ａ ― Ｓ ｍ ｉ

ｌ ｅ 横 浜 ケ ア

プ ラ ン セ ン タ

ー  

神 奈 川 区 台 町

８ 番 地 の 14  

(旧) 神 奈 川 区

台 町 ８ 番 地

の 14  

(旧) ア カ リ エ ケ

ア プ ラ ン 相 談

セ ン タ ー  

４  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 ウ

ッ ド ビ レ ッ

ジ  

東 京 都 千 代

田 区 丸 の 内

１ 丁 目 ９ 番

１ 号  

(新) 日 本 調 剤 横

浜 山 手 薬 局  

中 区 大 和 町 １

丁 目 ６ 番 地 の

４  (旧) な な ほ し 薬

局 山 手 駅 前 通

り 店  

 同  日 本 調 剤 株

式 会 社  

東 京 都 千 代

田 区 丸 の 内

１ 丁 目 ９ 番

１ 号  

(新) 日 本 調 剤 日

吉 薬 局  

港 北 区 箕 輪 町

一 丁 目 24 番 ９

号  (旧) な な ほ し 薬

局 日 吉 店  

５  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ３ 年

４ 月 １ 日  

医 療 法 人 恭

和 会  

神 奈 川 区 片

倉 二 丁 目 40

番 ６ 号  

新 横 浜 ク リ ニ

ッ ク 訪 問 介 護

セ ン タ ー  

(新) 神 奈 川 区 片

倉 二 丁 目 40 番

10 号  

(旧) 神 奈 川 区 片

倉 町  726 番 地

の  165  

令 和 ５ 年

12 月 １ 日  

Ｍ ｏ ａ ｎ ａ

Ｃ ａ ｒ ｅ 株

式 会 社  

都 筑 区 荏 田

東 二 丁 目 18

番 ２ 号  

(新) ケ ア ク ル ー

碧  

都 筑 区 荏 田 東

一 丁 目 21 番 24

号  (旧) ケ ア サ ー ビ

ス 百 花  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

株 式 会 社 ア

カ リ エ  

(新) 港 南 区 上

大 岡 西 一 丁  

(新) Ａ ― Ｓ ｍ ｉ

ｌ ｅ 横 浜  

神 奈 川 区 台 町

８ 番 地 の 14   
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  目 ６ 番 １ 号    

(旧) 神 奈 川 区

台 町 ８ 番 地

の 14  

(旧) ア カ リ エ ご

自 宅 訪 問 介 護

サ ー ビ ス  
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横 浜 市 告 示 第  259 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 鶴 見  

鶴 見 区 鶴 見 中

央 五 丁 目 11 番

２ 号  

２  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 鶴 見  

鶴 見 区 鶴 見 中

央 五 丁 目 11 番

２ 号  
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横 浜 市 告 示 第  260 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  介 護 保 険 施 設 （ 介 護 老 人 保 健 施 設 ）  

廃 止 年 月 日     名  称    所  在  地  

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  介 護 老 人 保 健 施 設 プ

ラ チ ナ ・ ヴ ィ ラ 青 葉

台  

青 葉 区 鴨 志 田 町 75 番

地 の １  

令 和 ６ 年 ４ 月 30 日  医 療 法 人 社 団 ち と せ

会 介 護 老 人 保 健 施 設

葵 の 園 ・ ヨ コ ハ マ 瀬

谷  

瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁

目 51 番 地 の ６  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 レ

ミ ニ ス  

神 奈 川 区 西

神 奈 川 三 丁

目 18 番 地 の

１  

株 式 会 社 レ ミ

ニ ス  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 18

番 地 の １  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 ラ

イ フ サ ポ ー

ト 横 浜  

泉 区 弥 生 台

67 番 地 の ２  

ラ イ フ サ ポ ー

ト 横 浜  

泉 区 弥 生 台 67

番 地 の ２  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン プ ラ

チ ナ ・ ヴ ィ ラ

青 葉 台  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町  

介 護 老 人 保 健

施 設 プ ラ チ ナ  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １   
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  内 原  432 番

地  

・ ヴ ィ ラ 青 葉

台  

 

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

医 療 法 人 社

団 ち と せ 会  

静 岡 県 熱 海

市 泉 17 番 地

の １  

医 療 法 人 社 団

ち と せ 会 介 護

老 人 保 健 施 設

葵 の 園 ・ ヨ コ

ハ マ 瀬 谷  

瀬 谷 区 阿 久 和

西 三 丁 目 51 番

地 の ６  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 短 期 入 所 療 養 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

介 護 老 人 保 健

施 設 プ ラ チ ナ

・ ヴ ィ ラ 青 葉

台  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

医 療 法 人 社

団 ち と せ 会  

静 岡 県 熱 海

市 泉 17 番 地

の １  

医 療 法 人 社 団

ち と せ 会 介 護

老 人 保 健 施 設

葵 の 園 ・ ヨ コ

ハ マ 瀬 谷  

瀬 谷 区 阿 久 和

西 三 丁 目 51 番

地 の ６  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 レ

ミ ニ ス  

神 奈 川 区 西

神 奈 川 三 丁

目 18 番 地 の

１  

株 式 会 社 レ ミ

ニ ス  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 18

番 地 の １  

７  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

グ ル ー プ ホ ー

ム プ ラ チ ナ ・

ヴ ィ ラ 青 葉 台  

青 葉 区 鴨 志 田

町  758 番 地 の

１  

８  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 レ

ミ ニ ス  

神 奈 川 区 西

神 奈 川 三 丁

目 18 番 地 の  

株 式 会 社 レ ミ

ニ ス  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 18  

番 地 の １   
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  １    

９  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 お

元 気 福 祉 サ

ー ビ ス  

港 南 区 上 永

谷 一 丁 目 39

番 23 号  

株 式 会 社 お 元

気 福 祉 サ ー ビ

ス  

港 南 区 上 永 谷

一 丁 目 39 番 23

号  

10  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン プ ラ

チ ナ ・ ヴ ィ ラ

青 葉 台  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １  

11  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

介 護 老 人 保 健

施 設 プ ラ チ ナ

・ ヴ ィ ラ 青 葉

台  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

医 療 法 人 社

団 ち と せ 会  

静 岡 県 熱 海

市 泉 17 番 地

の １  

医 療 法 人 社 団

ち と せ 会 介 護

老 人 保 健 施 設

葵 の 園 ・ ヨ コ

ハ マ 瀬 谷  

瀬 谷 区 阿 久 和

西 三 丁 目 51 番

地 の ６  

12  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

介 護 老 人 保 健

施 設 プ ラ チ ナ

・ ヴ ィ ラ 青 葉

台  

青 葉 区 鴨 志 田

町 75 番 地 の １  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

医 療 法 人 社

団 ち と せ 会  

静 岡 県 熱 海

市 泉 17 番 地

の １  

医 療 法 人 社 団

ち と せ 会 介 護

老 人 保 健 施 設

葵 の 園 ・ ヨ コ

ハ マ 瀬 谷  

瀬 谷 区 阿 久 和

西 三 丁 目 51 番

地 の ６  

13  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）  
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廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 レ

ミ ニ ス  

神 奈 川 区 西

神 奈 川 三 丁

目 18 番 地 の

１  

株 式 会 社 レ ミ

ニ ス  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 18

番 地 の １  

14  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 レ

ミ ニ ス  

神 奈 川 区 西

神 奈 川 三 丁

目 18 番 地 の

１  

株 式 会 社 レ ミ

ニ ス  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 18

番 地 の １  

15  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

医 療 法 人 徳

寿 会  

徳 島 県 吉 野

川 市 鴨 島 町

内 原  432 番

地  

グ ル ー プ ホ ー

ム プ ラ チ ナ ・

ヴ ィ ラ 青 葉 台  

青 葉 区 鴨 志 田

町  758 番 地 の

１  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  320 号  

   公 園 の 設 置  

 都 市 公 園 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 79 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、

次 の と お り 公 園 を 設 置 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  区  域  面  積  主 な 公 園 施

設  

供 用 開 始

の 期 日  

北 寺 尾 六 丁

目 サ ム エ ル

公 園  

鶴 見 区 北 寺

尾 六 丁 目 84  

8 番 の 11  

別 図 の

と お り  

 2,151 ㎡  は ら っ ぱ 、

ベ ン チ 、 水

飲 み  

令 和 ６ 年  

６ 月 17 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  321 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  港 北 区 師 岡 町 字 沼 上 耕 地  800 番 の １ 及 び  800 番 の 21 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  322 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称   代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

30558  泉 工 業 株 式

会 社  

山  村  冬  樹  (新) 泉 区 和 泉 中  

央 北 三 丁 目 ８  

番 24 号  

(旧) 藤 沢 市 宮 原  

 1,442 番 地  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

30067  株 式 会 社 ラ

イ フ  

岩  本  聖  二  (新) 泉 区 都 岡 町  

28 番 地 の 24  

(旧) 旭 区 笹 野 台

四 丁 目 65 番 16

号  
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横 浜 市 公 告 第  323 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 番 号  名  称  営 業 所 所 在 地  取 消 年 月 日  

 00946  有 限 会 社 眞 下

商 事  

逗 子 市 久 木 １

丁 目 ５ 番 １ 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 26 日  
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横 浜 市 公 告 第  324 号  

   建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意  

   見 の 聴 取 の 開 催  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 金 沢 文 庫 パ ー ク タ ウ ン 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の

と お り 、 同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に

、 同 法 第 72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 ６ 月 14 日 か ら 令 和 ６ 年 ７ 月 12 日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

  令 和 ６ 年 ７ 月 29 日 午 後 ２ 時 00 分  

５  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

  金 沢 区 釜 利 谷 南 ４ 丁 目 28 番 ７ 号  

  金 沢 文 庫 パ ー ク タ ウ ン 自 治 会 館  
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横 浜 市 公 告 第  325 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ４ 月 26 日 第 2022 開 1312 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 原 宿 四 丁 目 33 番 33 －  102 号  

  特 定 非 営 利 活 動 法 人 重 度 身 体 障 害 者 と 共 に 歩 む 会  

   理 事 長  北  村  叔  子  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 小 雀 町  2,038 番 の ２ か ら  2,038 番 の ９ ま で  
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横 浜 市 公 告 第  326 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 ８ 日 第 2023 開 1209 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  川 崎 市 多 摩 区 宿 河 原 ２ 丁 目 26 番 １ 号  

  株 式 会 社 TAKI HOUSE  

   代 表 取 締 役  奥  山  武  志  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 三 保 町  1,911 番 の ２ 、  1,911 番 の 63 か ら  1,911 番 の 66 ま で

、  1,913 番 の ５ 、  1,913 番 の 13 及 び  1,913 番 の 19 か ら  1,913 番 の

28 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  327 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 12 月 28 日 第 2023 開 1118 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  港 北 区 新 吉 田 町  3,598 番 地  

  加  藤  一  宇  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 新 吉 田 東 八 丁 目  2,579 番 の １  
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横 浜 市 公 告 第  328 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   10.78 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 小 机 町  1,525 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ハ ウ ス プ ラ ン  

   代 表 取 締 役  鈴  木  賢  広  
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横 浜 市 公 告 第  329 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 30 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   42.27 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 日 吉 本 町 一 丁 目  1,906 番 の 11 及 び  1,906 番 の 17  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 マ ル ナ カ  

   代 表 取 締 役  和  田  庸  平  
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横 浜 市 公 告 第  330 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 12 ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   45.91 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  緑 区 鴨 居 四 丁 目  1,010 番 の 48  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 リ ア ル ハ ウ ジ ン グ  

   代 表 取 締 役  滝  澤  紀  史  
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横 浜 市 公 告 第  331 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・  140 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   72.29 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  鶴 見 区 梶 山 二 丁 目  1,062 番 の ２ 地 先 か ら  1,067 番 の 28 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  332 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 61 ・ ２ ・ ３ 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 28 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   69.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  神 奈 川 区 羽 沢 町  1,238 番 の 16 地 先 か ら  1,233 番 の 17 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  333 号  

   八 王 子 都 市 計 画 事 業 上 野 第 二 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施    

   行 に 係 る 換 地 処 分 通 知 の 内 容 の 掲 示  

 八 王 子 都 市 計 画 事 業 上 野 第 二 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に 係 る

土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第  103 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ く 換 地 処 分 通 知 の う ち 、 そ の 書 類 を 送 付 す べ き 場 所 を 確 知 す る

こ と が で き な い も の の 内 容 が 掲 示 さ れ て い る 旨 を 次 の と お り 公 告 す

る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  被 通 知 者 の 氏 名 及 び 住 所  

  伊  東    諭  

  金 沢 区 釜 利 谷 西 一 丁 目 63 番 13 －  202 号  

２  掲 示 場 所  

  東 京 都 八 王 子 市 台 町 ４ 丁 目 ６ 番 に あ る 掲 示 板  

３  掲 示 期 間  

  令 和 ６ 年 ６ 月 14 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 24 日 ま で  
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区 告 示  

 

泉 区 告 示 第 13 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 27 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 広 町 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 27 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

規 約 に 定 め る 目 的  本 会 は 民 主 主 義 の 精

神 に 基 づ き 会 員 の 共

同 生 活 を 通 じ 、 会 員

相 互 の 親 睦 を 深 め 、

福 祉 を 増 進 し 、 生 活

環 境 の 向 上 を 図 る こ

と を 目 的 と し 、 次 の

事 業 を 行 う 。  

本 会 は 民 主 主 義 の 精

神 に 基 づ き 会 員 の 共

同 活 動 を 通 じ 、 会 員

相 互 の 親 睦 を 深 め 、

福 祉 を 増 進 し 、 生 活

環 境 の 向 上 を 図 る こ

と を 目 的 と し 、 次 の

事 業 を 行 う 。  
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泉 区 告 示 第 14 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 27 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 が 岡 第 一 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 27 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

土  川    進  

泉 区 西 が 岡 一 丁 目 25

番 地 の ３  

白  石  長  武  

泉 区 西 が 岡 一 丁 目 ３

番 地 の ２  
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神 奈 川 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 29 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 ガ ー デ ン 山 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 29 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

安  部  美  穂  

神 奈 川 区 三 ツ 沢 下 町

27 番 21 号  

川  野  加  代  

神 奈 川 区 神 大 寺 一 丁

目 ７ 番 ３ 号  
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泉 区 告 示 第 15 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 29 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 が 岡 第 一 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 29 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

白  石  長  武  

泉 区 西 が 岡 一 丁 目 ３

番 地 の ２  

芳  垣  志  信  

泉 区 西 が 岡 一 丁 目 15

番 地 の ５  
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神 奈 川 区 告 示 第 ８ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 31 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 六 角 橋 北 町 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 31 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

浅  井  雅  美  

神 奈 川 区 六 角 橋 五 丁

目 22 番 １ 号  

飯  田  宏  昭  

神 奈 川 区 六 角 橋 一 丁

目 31 番 ４ 号  
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戸 塚 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 31 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 小 田 急 分 譲 地 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 31 日  

              横 浜 市 戸 塚 区 長  近  藤    武  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

古  本    透  

戸 塚 区 上 倉 田 町 1,80  

5 番 地 の 33  

小  松  敏  夫  

戸 塚 区 上 倉 田 町 1,80  

5 番 地 の ３  

 



                     横 浜 市 報  定期第 169 号 令和６年６月14日 

51 

戸 塚 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 31 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 ぐ み さ わ な か 団 地 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出

が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 31 日  

              横 浜 市 戸 塚 区 長  近  藤    武  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

三  枝    香  

戸 塚 区 汲 沢 三 丁 目 ２

番 ４ －  424 号  

山  下  正  史  

戸 塚 区 汲 沢 三 丁 目 ２

番 １ －  157 号  
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神 奈 川 区 告 示 第 ９ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 大 口 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

田  辺  勝  美  

神 奈 川 区 西 大 口 83 番

地  

前  田    隆  

神 奈 川 区 西 大 口 51 番

地 の ２  
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神 奈 川 区 告 示 第 10 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 白 幡 西 町 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

本  田  廣  幸  

神 奈 川 区 白 幡 西 町 34

番 ３ 号  

久 保 寺  孝  之  

神 奈 川 区 白 幡 西 町 28

番 19 号  
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南 区 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 永 田 台 南 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

竹 之 内    茂  

南 区 永 田 台 42 番 ５ 号  

遠  藤  勝  隆  

南 区 永 田 台 48 番 ３ 号  
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南 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 港 南 郷 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

藤  盛  隆  夫  

南 区 中 里 三 丁 目 13 番

４ 号  

 𠮷𠮷  田  笛 太 郎  

南 区 中 里 三 丁 目 ９ 番

24 号  
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南 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）   

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 別 所 中 里 台 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

山  田  悟  郎  

南 区 別 所 中 里 台 36 番

11 号  

黒  住    直  

南 区 別 所 二 丁 目 29 番

22 号  
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南 区 告 示 第 ６ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）   

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 大 丸 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

区 域  南 区 六 ツ 川 三 丁 目 28

番 地 か ら  116 番 地 ま

で  

南 区 六 ツ 川 三 丁 目 28

番 地 か ら  116 番 地 ま

で 、  120 番 地 か ら 12  

1 番 地 ま で  
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港 南 区 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 野 村 港 南 台 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

関  根  順  一  

港 南 区 日 野 南 六 丁 目

25 番 25 号  

山  本  文  夫  

港 南 区 日 野 南 五 丁 目

12 番 16 号  
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港 南 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 雑 色 南 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

市  村  喜  正  

港 南 区 笹 下 四 丁 目 10

番 ４ 号  

大  司  初  恵  

港 南 区 笹 下 四 丁 目 ６

番 ８ 号  
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泉 区 告 示 第 16 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 赤 坂 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

堀  越  博  之  

泉 区 和 泉 町  1,015 番 地

の 53  

山  本  尚  志  

泉 区 和 泉 町  1,050 番 地

の 13  

区  域  泉 区 和 泉 町  1,005 番 地

の １ か ら  1,005 番 地 の

８ ま で 、  1,007 番 地 の

１ 、  1,010 番 地 の １ 、  

 1,010 番 地 の ２ 、 1,01  

1 番 地 の １ か ら  1,011  

番 地 の ５ ま で 、  1,012  

番 地 の １ か ら  1,012 番

地 の 49 ま で 、  1,015 番

地 の １ か ら  1,015 番 地

の 92 ま で 、  1,020 番 地

の １ 、  1,025 番 地 の １

か ら  1,025 番 地 の ５ ま

で 、  1,034 番 地 の ６ か

ら  1,034 番 地 の 15 ま で

、  1,038 番 地 の １ か ら  

 1,038 番 地 の ７ ま で 、  

 1,040 番 地 の １ か ら 1,  

040 番 地 の ３ ま で 、 1,  

041 番 地 の １ か ら 1,04  

1 番 地 の ６ ま で 、 1,04  

2 番 地 の １ か ら  1,042  

番 地 の 16 ま で 、  1,043  

番 地 の １ か ら  1,043 番

地 の 22 ま で 、  1,044 番

地 の １ か ら  1,044 番 地

の ８ ま で 、  1,047 番 地

の １ か ら  1,047 番 地 の

28 ま で 、  1,048 番 地 の

１ か ら  1,048 番 地 の 14

ま で 、  1,050 番 地 の １

か ら  1,050 番 地 の 21 ま

で 、  1,079 番 地 の １ 、  

 1,100 番 地 の １ か ら 1,  

100 番 地 の ６ ま で 、 1,  

163 番 地 の １ か ら 1,16  

3 番 地 の ６ ま で 、 及 び  

 1,010 番 地 の １ 、 1,01  

0 番 地 の ２ 、  1,011 番

地 の １ か ら  1,011 番 地

の ５ ま で 、  1,012 番 地

の １ か ら  1,012 番 地 の

49 ま で 、  1,015 番 地 の

１ か ら  1,015 番 地 の 92

ま で 、  1,020 番 地 の １

、  1,025 番 地 の １ か ら  

 1,025 番 地 の ５ ま で 、  

 1,034 番 地 の ６ か ら 1,  

034 番 地 の 15 ま で 、 1,  

038 番 地 の １ か ら 1,03  

8 番 地 の ７ ま で 、 1,04  

0 番 地 の １ か ら  1,040  

番 地 の ３ ま で 、  1,041  

番 地 の １ か ら  1,041 番

地 の ６ ま で 、  1,042 番

地 の １ か ら  1,042 番 地

の 16 ま で 、  1,043 番 地

の １ か ら  1,043 番 地 の

22 ま で 、  1,044 番 地 の

１ か ら  1,044 番 地 の ８

ま で 、  1,047 番 地 の １

か ら  1,047 番 地 の 28 ま

で 、  1,048 番 地 の １ か

ら  1,048 番 地 の 14 ま で

、  1,050 番 地 の １ か ら  

 1,050 番 地 の 21 ま で 、  

 1,079 番 地 の １ 、 1,10  

0 番 地 の １ か ら  1,100  

番 地 の ６ ま で 、  1,163  

番 地 の １ か ら  1,163 番

地 の ６ ま で 、 及 び 3,15  

2 番 地 の １ か ら  3,152  

番 地 の 18 ま で の 区 域  
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  3,152 番 地 の １ か ら 3,  

152 番 地 の 18 ま で の 区

域  
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戸 塚 区 告 示 第 ６ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 柏 尾 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日  

              横 浜 市 戸 塚 区 長  近  藤    武  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

齋  藤  純  一  

戸 塚 区 柏 尾 町  1,220  

番 地  

實  本  義  則  

戸 塚 区 柏 尾 町  1,032  

番 地 の 99  
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区 公 告  

 

都 筑 区 公 告 第 56 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日  

              横 浜 市 都 筑 区 長  佐 々 田  賢  一  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 40 － 11  

浜  

   横 浜  

令 和 ５ 年 11 月 29 日  

横  

 38 － 79  

浜  

   横 浜  

令 和 ５ 年 12 月 27 日  
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水 道 局  

 

水 道 局 告 示 第 ６ 号  

   公 金 徴 収 及 び 収 納 事 務 委 託  

 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 19 号 ） に よ る

改 正 前 の 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  292 号 ） 第 33 条 の ２ の 規

定 に よ り 、 公 金 徴 収 及 び 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た の で 、 地 方

自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号 ） に よ

る 改 正 前 の 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 （ 昭 和 27 年 政 令 第  403 号 ） 第 26 条

の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地  委 託 し た 事 務 の

範 囲  

委 託 し た

期 間  

株 式 会 社 清 光 社  

代 表 取 締 役  

 鈴  木    真  

中 区 山 下 町 １ 番

地  

鶴 見 区 及 び 神 奈

川 区 に お い て 横

浜 市 と 各 戸 検 針

徴 収 に 関 す る 契

約 を 締 結 し て い

る も の の 使 用 に

係 る 水 道 メ ー タ

ー の 検 針 業 務 及

び 料 金 整 理 業 務  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

６ 年 12 月

31 日 ま で  

株 式 会 社 ア ウ ト ソ

ー シ ン グ ト ー タ ル

サ ポ ー ト  

代 表 取 締 役  

 牧    邦  彦  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中

央 ８ 番 33 号  

緑 区 及 び 青 葉 区

に お い て 横 浜 市

と 各 戸 検 針 徴 収

に 関 す る 契 約 を

締 結 し て い る も

の の 使 用 に 係 る

水 道 メ ー タ ー の

検 針 業 務 及 び 料

金 整 理 業 務  

 

株 式 会 社 清 光 社  

代 表 取 締 役  

 鈴  木    真  

中 区 山 下 町 １ 番

地  

中 区 、 南 区 、 西

区 及 び 保 土 ケ 谷

区 に お い て 横 浜

市 と 各 戸 検 針 徴

収 に 関 す る 契 約

を 締 結 し て い る  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

７ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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  も の の 使 用 に 係

る 水 道 メ ー タ ー

の 検 針 業 務 及 び

料 金 整 理 業 務  

 

株 式 会 社 日 本 ウ ォ

ー タ ー テ ッ ク ス  

代 表 取 締 役  

 佐  藤    亮  

埼 玉 県 幸 手 市 緑

台 １ 丁 目 19 番 11

号  

港 南 区 、 磯 子 区

及 び 金 沢 区 に お

い て 横 浜 市 と 各

戸 検 針 徴 収 に 関

す る 契 約 を 締 結

し て い る も の の

使 用 に 係 る 水 道

メ ー タ ー の 検 針

業 務 及 び 料 金 整

理 業 務  

 

株 式 会 社 宅 配 横 浜  

代 表 取 締 役  

 斜  森  太  郎  

旭 区 笹 野 台 一 丁

目 １ 番 43 号  

旭 区 、 泉 区 及 び

瀬 谷 区 に お い て

横 浜 市 と 各 戸 検

針 徴 収 に 関 す る

契 約 を 締 結 し て

い る も の の 使 用

に 係 る 水 道 メ ー

タ ー の 検 針 業 務

及 び 料 金 整 理 業

務  

 

株 式 会 社 宅 配 横 浜  

代 表 取 締 役  

 斜  森  太  郎  

旭 区 笹 野 台 一 丁

目 １ 番 43 号  

港 北 区 及 び 都 筑

区 に お い て 横 浜

市 と 各 戸 検 針 徴

収 に 関 す る 契 約

を 締 結 し て い る

も の の 使 用 に 係

る 水 道 メ ー タ ー

の 検 針 業 務 及 び

料 金 整 理 業 務  

 

株 式 会 社 ア ウ ト ソ

ー シ ン グ ト ー タ ル

サ ポ ー ト  

代 表 取 締 役  

 牧    邦  彦  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中

央 ８ 番 33 号  

戸 塚 区 及 び 栄 区

に お い て 横 浜 市

と 各 戸 検 針 徴 収

に 関 す る 契 約 を

締 結 し て い る も

の の 使 用 に 係 る

水 道 メ ー タ ー の  
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  検 針 業 務 及 び 料

金 整 理 業 務  

 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ  Ｐ ａ ｙ

株 式 会 社  

代 表 取 締 役 社 長 Ｃ

Ｅ Ｏ  

 前  田  貴  司  

東 京 都 品 川 区 西

品 川 １ 丁 目 １ 番

１ 号  

水 道 料 金 及 び 下

水 道 使 用 料 の 収

納 事 務  

 

ビ リ ン グ シ ス テ ム

株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 江  田  敏  彦  

東 京 都 千 代 田 区

内 幸 町 １ 丁 目 ２

番 ２ 号  

  

株 式 会 社 し ん き ん

情 報 サ ー ビ ス  

代 表 取 締 役 社 長  

 飯  吉    真  

東 京 都 港 区 港 南

１ 丁 目 ８ 番 27 号  

水 道 料 金 、 下 水

道 使 用 料 及 び 水

道 加 入 金 並 び に

給 水 装 置 工 事 の

工 事 費 、 設 計 審

査 手 数 料 及 び 完

了 検 査 手 数 料 の

収 納 事 務  

 

株 式 会 社 セ ブ ン ‐

イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ

ン  

代 表 取 締 役 社 長  

 永  松  文  彦  

東 京 都 千 代 田 区

二 番 町 ８ 番 地 の

８  

 

株 式 会 社 フ ァ ミ リ

ー マ ー ト  

代 表 取 締 役 社 長  

 細  見  研  介  

東 京 都 港 区 芝 浦

３ 丁 目 １ 番 21 号  

  

株 式 会 社 ポ プ ラ  

代 表 取 締 役 社 長  

 岡  田  礼  信  

広 島 市 安 佐 北 区

安 佐 町 大 字 久 地  

 665 番 地 の １  

  

株 式 会 社 ロ ー ソ ン  

代 表 取 締 役 社 長  

 竹  増  貞  信  

東 京 都 品 川 区 大

崎 １ 丁 目 11 番 ２

号  

  

ミ ニ ス ト ッ プ 株 式

会 社  

代 表 取 締 役 社 長  

 藤  本  明  裕  

千 葉 市 美 浜 区 中

瀬 １ 丁 目 ５ 番 １

号  

  

山 崎 製 パ ン 株 式 会

社  

代 表 取 締 役 社 長  

 飯  島  延  浩  

東 京 都 千 代 田 区

岩 本 町 ３ 丁 目 10

番 １ 号  
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交 通 局  

 

交 通 局 公 告 第 ４ 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一   

所 属 又 は 補 職   職 名    氏  名  処 分 の 内 容  

自 動 車 本 部 滝 頭

営 業 所  

運 輸 職 員  平  井  秀  明  戒  告  

自 動 車 本 部 浅 間

町 営 業 所  

運 輸 職 員  鶴  田  直  希  戒  告  

自 動 車 本 部 滝 頭

営 業 所  

運 輸 職 員  野  手  雅  之  戒  告  

自 動 車 本 部 港 南

営 業 所  

運 輸 職 員  渡  辺    明  戒  告  
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教 育 委 員 会  

 

横 浜 市 教 育 委 員 会 告 示 第 12 号  

   公 印 の 改 刻 及 び 廃 止  

 次 の と お り 公 印 を 改 刻 し 、 及 び 廃 止 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

１  改 刻  

公 印 の 名 称  使 用 開 始 年 月 日    印     影  

横 浜 市 立 中 和 田 中

学 校 長 印  
令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

２  廃 止  

公 印 の 名 称  廃 止 年 月 日    印     影  

横 浜 市 立 中 和 田 中

学 校 長 印  
令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

  

  

  

    

（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  
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区 選 挙 管 理 委 員 会  

 

西 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 掲 示 済 ）  

   委 員 の 補 欠  

 令 和 ６ 年 ５ 月 15 日 本 委 員 会 委 員 中 村 恵 一 が 死 亡 し た の で 、 令 和 ６

年 ６ 月 ３ 日 本 委 員 会 委 員 に 次 の 者 を 補 欠 し た 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

                 横 浜 市 西 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 志  賀  一  史  

 

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 169 号 令和６年６月14日 

70 

 

人 事 委 員 会  

 

 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                     横 浜 市 人 事 委 員 会  

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 12 号  

   不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改  

   正 す る 規 則  

 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 （ 平 成 28 年 ３ 月 横 浜

市 人 事 委 員 会 規 則 第 10 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 中 「 第 19 条 」 を 「 第 18 条 の ２ 」 に 改 め る 。  

 第 ２ 条 第 １ 号 中 「 及 び 第 ２ 項 」 を 削 る 。  

 第 ６ 条 第 １ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 人 事 委 員 会 が 審 査 を 担 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い  

 。  

 第 10 条 中 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  受 理 し た 審 査 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 そ の 審 査 請 求 は 、

初 め か ら 係 属 し な か っ た も の と み な す 。  

 第 13 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

５  第 ３ 項 に 規 定 す る 反 論 書 が 同 項 の 規 定 に よ り 定 め た 期 間 内 に 提

出 さ れ な い 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会 が 更 に 一 定 の 期 間 を 定 め て

こ れ ら の 書 面 の 提 出 を 求 め た に も か か わ ら ず 、 当 該 期 間 内 に 提 出

さ れ な か っ た と き は 、 人 事 委 員 会 は 、 審 理 を 終 了 す る こ と が で き

る 。  

 第 ４ 章 第 １ 節 中 第 19 条 の 前 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 審 理 の 計 画 的 進 行 ）  

第 18 条 の ２  当 事 者 及 び 代 理 人 並 び に 人 事 委 員 会 は 、 円 滑 か つ 迅 速

で 公 正 な 審 理 の 実 現 の た め 、 審 理 に お い て 、 相 互 に 協 力 す る と と

も に 、 審 理 の 計 画 的 な 進 行 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

 第 20 条 第 ２ 項 中 「 審 査 長 は 」 の 次 に 「 、 口 頭 審 理 に お い て 」 を 加

え 、 「 及 び そ の 指 揮 に 従 わ な い 者 の 発 言 を 禁 止 す る 」 を 「 又 は 発 言

が そ の 事 案 に 関 係 の な い 事 項 に わ た る 場 合 若 し く は そ の 他 相 当 で な

い 場 合 に は 、 こ れ を 制 限 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 口 頭 審 理 の

妨 害 と な る 発 言 を 禁 止 し 、 又 は 」 を 削 る 。  

 第 26 条 中 第 ５ 項 を 第 ６ 項 と し 、 第 ４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 第 ３ 項 を 第

４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  第 20 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 準 備 手 続 に つ い て 準 用 す る  

 。  
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 第 28 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 最 終 陳 述 ）  

第 28 条 の ２  人 事 委 員 会 は 、 次 条 の 規 定 に 基 づ き 口 頭 審 理 を 終 了 さ

せ る 前 に 、 当 事 者 に 最 終 陳 述 を す る 機 会 を 与 え る も の と す る 。  

２  最 終 陳 述 は 、 書 面 に よ っ て 行 う こ と が で き る 。  

３  当 事 者 が 最 終 陳 述 を 書 面 に よ っ て 行 う こ と を 申 し 出 た と き は 、

人 事 委 員 会 は 、 相 当 の 期 間 を 置 い て 、 そ の 提 出 期 限 を 定 め る も の

と し 、 当 事 者 が そ の 期 限 ま で に 最 終 陳 述 書 を 提 出 し な い と き は 、

そ の 当 事 者 は 、 最 終 陳 述 を す る 機 会 を 放 棄 し た も の と み な す 。  

 第 29 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 口 頭 審 理 の 終 了 ）  

第 29 条  人 事 委 員 会 は 、 必 要 な 審 理 を 終 え た と 認 め る と き は 、 口 頭

審 理 を 終 了 し 、 そ の 旨 を 両 当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 第 29 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 口 頭 審 理 の 再 開 ）  

第 29 条 の ２  人 事 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 終 了 し た

口 頭 審 理 を 再 開 す る こ と が で き る 。  

 第 30 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 終 結 」 を 「 終 了 」 に 改 め る 。  

 第 31 条 第 １ 項 中 「 終 結 の 宣 告 」 を 「 終 了 の 通 知 」 に 改 め 、 同 条 第

３ 項 中 「 前 ２ 項 」 を 「 前 各 項 」 に 、 「 故 意 又 は 」 を 「 前 ３ 項 に 定 め

る 方 式 に よ ら な い と き 若 し く は 故 意 若 し く は 」 に 、 「 、 そ の 他 」 を

「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 の 次 に 次 の ２

項 を 加 え る 。  

３  書 証 の 申 出 は 、 前 項 の 書 面 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 又 は

当 該 書 類 等 の 所 持 者 に そ の 提 出 を 求 め る こ と を 申 し 立 て て し な け

れ ば な ら な い 。  

 (1)  証 拠 の 原 本 又 は 写 し の 別  

 (2)  作 成 年 月 日  

 (3)  作 成 者  

 (4)  立 証 趣 旨  

４  証 人 尋 問 の 申 出 は 、 第 ２ 項 の 書 面 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

て し な け れ ば な ら な い 。  

 (1)  証 人 の 氏 名 及 び 住 所  

 (2)  証 明 す べ き 事 実 及 び こ れ と 証 人 の 関 係  

 (3)  尋 問 予 定 時 間  

 (4)  そ の 他 人 事 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 第 34 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 、 連 絡 先 及 び 職 業 」 を 削 り 、 同 項 に 次 の

１ 号 を 加 え る 。  

 (5)  そ の 他 人 事 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 第 39 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  
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 （ 証 人 の 遮 へ い の 措 置 ）  

第 39 条 の ２  審 査 長 は 、 事 案 の 性 質 、 証 人 の 心 身 の 状 態 、 証 人 と 当

事 者 又 は 代 理 人 と の 関 係 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 証 人 が 当 事 者 、 代

理 人 又 は 傍 聴 人 の 面 前 で 陳 述 す る と き は 圧 迫 を 受 け 精 神 の 平 穏 を

著 し く 害 さ れ る お そ れ が あ る と 認 め る 場 合 で あ っ て 、 相 当 と 認 め

る と き は 、 当 事 者 、 代 理 人 又 は 傍 聴 人 と 証 人 と の 間 で 、 相 互 に 相

手 の 状 態 を 認 識 す る こ と が で き な い よ う に す る た め の 措 置 を 執 る

こ と が で き る 。  

２  審 査 長 は 、 前 項 の 措 置 を 執 る に 当 た っ て は 、 当 事 者 及 び 証 人 の

意 見 を 聴 く も の と す る 。  

 第 47 条 中 「 第 28 条 」 を 「 第 18 条 の ２ 、 第 20 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 、

第 27 条 、 第 28 条 」 に 、 「 第 31 条 」 を 「 第 29 条 の ２ 、 第 31 条 （ 第 ４ 項

を 除 く 。 ） 」 に 、 「 第 28 条 、 第 29 条 及 び 第 31 条 中 「 口 頭 」 と あ る の

は 「 書 面 」 」 を 「 第 31 条 第 ５ 項 中 「 前 各 項 」 と あ る の は 「 第 １ 項 か

ら 第 ３ 項 ま で 」 と 、 「 前 ３ 項 」 と あ る の は 「 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 」 」

に 改 め る 。  

 第 58 条 の 見 出 し を 「 （ 実 施 細 目 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を

加 え る 。  

２  こ の 規 則 に 定 め る も の （ 前 項 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 が 定 め る

も の を 含 む 。 ） を 除 く ほ か 、 審 査 請 求 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 は

、 そ の 都 度 、 人 事 委 員 会 が 決 定 す る も の と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 継 続 し て い る 審 査 請 求

に お い て 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請

求 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 に 対 し て 行 わ れ た 申 立 て

そ の 他 の 行 為 及 び 人 事 委 員 会 の 行 っ た 調 査 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の

規 則 の 相 当 規 定 に よ っ て 行 わ れ た も の と み な す 。  
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横 浜 市 人 事 委 員 会 達 第 １ 号  

 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 書 面 の 様 式 を 定 め る 規 程

（ 平 成 28 年 ３ 月 横 浜 市 人 事 委 員 会 達 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

                     横 浜 市 人 事 委 員 会  

 第 ２ 条 中  

「  

第 31 条 第 ２ 項  

第 31 条 第 ２ 項  

        」  

を  

「  

第 31 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項  

第 31 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項  

             」  

に 改 め る 。  

 第 16 号 様 式 中 「 （ 第 31 条 第 ２ 項 関 係 ） 」 を 「 （ 第 31 条 第 ２ 項 及 び

第 ３ 項 関 係 ） 」 に 改 め る 。  

 第 17 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第17号様式(第31条第2項及び第4項関係) 

 

証 人 申 出 書 

 

年  月  日 

 

 横浜市人事委員会委員長 

 

請求者氏名           

 

処分者職氏名          

 

 

 

 (審)第  号事案について、次のとおり証人の申出をします。 

                                     (A4) 

(備考) 文書の送付先について、居住地と異なる住所を希望する場合は、送付先の住所も

追記してください。 

     申し出る証人が複数人いる場合は、欄を追加して御記載ください。 

 

番号 

証 人 
証明すべき事

実及びこれと

証人の関係 

尋問

予定

時間  （ふりがな） 

氏名 

住所 

［送付先］ 
電話番号 
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   附  則  

 こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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監 査 委 員  

 

横 浜 市 監 査 委 員 告 示 第 １ 号  

   包 括 外 部 監 査 人 の 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  252 条 の 32 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 包 括 外 部 監 査 人 櫻 山 加 奈 子 の 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者 の 協 議 が

調 っ た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

              横 浜 市 監 査 委 員  酒  井  良  清  

               同       高  品    彰  

               同       前  田    一  

               同       清  水  富  雄  

               同       大  岩  真 善 和  

補 助 す る 者 の 氏 名  補 助 す る 者 の 住 所  補 助 で き る 期 間  

宮  本  和  之  東 京 都 日 野 市 大 字

上 田  255 番 地 の 13  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

加  藤    聡  東 京 都 中 央 区 日 本

橋 浜 町 ２ 丁 目 26 番

８ －  201 号  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

谷  川    淳  東 京 都 新 宿 区 西 新

宿 ７ 丁 目 19 番 14 －

1106 号  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

斉  藤    将  東 京 都 品 川 区 旗 の

台 ６ 丁 目 ３ 番 ４ 号  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

鈴  木  亮  子  戸 塚 区 前 田 町  506  

番 地 の 12  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

神  戸  政  之  西 区 桜 木 町 ４ 丁 目

17 番 地  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 監 査 委 員 公 表 第 ６ 号  

   住 民 監 査 請 求 に 係 る 監 査 結 果 の 公 表 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 27 日  

   受 付 ）  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  242 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り

、 住 民 監 査 請 求 に 係 る 監 査 を 行 っ た の で 、 そ の 結 果 を 別 冊 の と お り

公 表 す る 。  

   令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

              横 浜 市 監 査 委 員  酒  井  良  清  

               同       高  品    彰   

               同       前  田    一   

               同       大  岩  真 善 和   
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市 会  

 

令 和 ６ 年 第 ２ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 １ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   ５ 月 20 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   86 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 会 期 の 決 定  

   ５ 月 20 日 か ら ６ 月 ５ 日 ま で の 17 日 間 と 決 定  

 

 議 第  ２ 号 議 案   横 浜 市 会 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 常 任 委 員 の 選 任  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 任 （ 氏 名  別 紙 １ ）  

 

 常 任 委 員 会 委 員 長 及 び 同 副 委 員 長 ２ 人 の 選 挙  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 １ ）  

 

 特 別 委 員 会 報 告 書  

   以 上 報 告 、 市 長 に 送 付 、 デ ジ タ ル 化 推 進 特 別 委 員 会 は 調 査 終    

  了  

 

 議 第  ３ 号 議 案   特 別 委 員 会 の 委 員 の 定 数 の 変 更  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 特 別 委 員 の 選 任  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 任 （ 氏 名  別 紙 ２ ）  

 

 特 別 委 員 会 委 員 長 及 び 同 副 委 員 長 ２ 人 の 選 挙  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 ２ ）  

 

 神 奈 川 県 内 広 域 水 道 企 業 団 議 会 議 員 ４ 人 の 選 挙  

   以 上 指 名 推 選 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 ３ ）  

 

 神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 議 員 ７ 人 の 選 挙  

   以 上 指 名 推 選 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 ３ ）  
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 市 第  18 号 議 案   横 浜 市 監 査 委 員 の 選 任  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 同 意  

 

 市 第  19 号 議 案   横 浜 市 人 事 委 員 会 委 員 の 選 任  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 同 意  

 

 市 第  20 号 議 案   横 浜 市 固 定 資 産 評 価 員 の 選 任  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 同 意  

 

 口 頭 追 加  議 長 の 辞 職  

   以 上 即 決 に て 許 可  

 

 口 頭 追 加  議 長 の 選 挙  

   以 上 投 票 に よ り 選 挙 （ 当 選 人  鈴 木 太 郎 君 ）  

 

 市 会 運 営 委 員 の 選 任  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 任 （ 氏 名  別 紙 ３ ）  

 

 市 会 運 営 委 員 会 委 員 長 及 び 同 副 委 員 長 ２ 人 の 選 挙  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 ３ ）  

 

４  散 会 時 刻   午 前 11 時 15 分  
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政 策 経 営 ・
総 務 ・ 財 政
委 員 会

国 際 ・ 経 済
・ 港 湾
委 員 会

市民・にぎわい
ス ポ ー ツ 文 化
・ 消 防
委 員 会

こ ど も 青 少 年
・ 教 育
委 員 会

健 康 福 祉
・ 医 療
委 員 会

脱 炭 素 ・
× 推 進 ・
み ど り 環 境 ・
資源循環委員会

建築・都市整備
・ 道 路
委 員 会

下 水 道 河 川 ・
水 道 ・ 交 通
委 員 会

小　松　範　昭 中　島　光　徳 くしだ　久　子 麓 理　恵 髙　橋　正　治 大　桑　正　貴 伏　見　幸　枝 伊　波　俊之助

（自　民） （公　明） （維　新） （立　憲） （公　明） （自　民） （自　民） （自　民）

竹　内　康　洋 東 みちよ 関 勝　則 横　山　勇太朗 長谷川　琢　磨 磯　部　圭　太 青　木　亮　祐 山　田　一　誠

（公　明） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民）

山　浦　英　太 田　中　紳　一 谷田部　孝　一 望　月　康　弘 藤　代　哲　夫 藤　崎　浩太郎 久　保　和　弘 坂　井 太

（立　憲） （維　新） （立　憲） （公　明） （自　民） （立　憲） （公　明） （維　新）

人　員

自
氏 鴨志田　啓　介 東 みちよ

白　井　亮　次
おさかべさやか 佐　藤 茂

磯　部　圭　太
青　木　亮　祐

伊　波　俊之助

小　松　範　昭 斉　藤　達　也
瀬之間　康　浩

黒　川 勝 長谷川　琢　磨
大　桑　正　貴

梶　村 充
佐　藤　祐　文

横　山　正　人 清　水　富　雄
関 勝　則

福　地 茂 藤　代　哲　夫
川　口 広

渋　谷 健
鈴　木　太　郎

民
渡　邊　忠　則 田野井　一　雄

高　橋　のりみ
横　山　勇太朗 山　下　正　人

酒　井 誠
伏　見　幸　枝

山　田　一　誠

名 松　本 研 増　永　純　女 遊　佐　大　輔

公
人　員

氏
木　内　秀　一 安　西　英　俊 竹野内 猛 髙　橋　正　治 武　田　勝　久 尾　崎 太 市　来　栄美子

行　田　朝　仁

明 名 竹　内　康　洋 中　島　光　徳 望　月　康　弘 仁　田　昌　寿 福　島　直　子 久　保　和　弘 斉　藤　伸　一

立
人　員

氏
森　　ひろたか 髙　田　修　平 田　中　ゆ　き 荻　原　隆　宏 花　上　喜代志 越久田　記　子

大　岩　真善和 中　山　大　輔

憲 名 山　浦　英　太 谷田部　孝　一 麓 理　恵 かざま　あさみ 藤　崎　浩太郎 長谷川　えつこ

維
人　員

氏
大 山 しょうじ

いそべ　尚　哉 田　中　紳　一 くしだ　久　子 伊　藤　くみこ 山　田　桂一郎 柏　原　すぐる 関 嵩　史

新 名 坂　井 太

共
人　員

産

民
人　員

主

太
人　員

田

井
人　員

上

人　員

ト
人　員

モ

宇佐美　さやか 白　井　正　子

常 任 委 員 会

委 員 会 名

定　　数

委  員　長

氏名・会派

副 委 員 長

氏名・会派

二　井　くみよ

古　谷　靖　彦 大和田　あきお

無
氏
名

坂　本　勝　司

大　野　トモイ
氏
名

井　上　さくら
氏
名

氏
名

氏
名

太　田　正　孝

氏
名

み　わ　智恵美

こがゆ　康　弘 深　作　祐　衣

輿　石　かつ子

別紙１
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大都市行財政制度
特 別 委 員 会

基 地 対 策
特 別 委 員 会

減 災 対 策 推 進
特 別 委 員 会

新たな都市活力推進
特 別 委 員 会

健 康 づ く り ・
ス ポ ー ツ 推 進
特 別 委 員 会

郊外部再生・活性化
特 別 委 員 会

15 14 15 14 14 14

川　口 広 鴨志田　啓　介 安　西　英　俊 山　下　正　人 福　地 茂 大　岩　真善和

（自　民） （自　民） （公　明） （自　民） （自　民） （立　憲）

竹野内　　　猛 渡　邊　忠　則 黒　川　　　勝 斉　藤　達　也 渋　谷　　　健 酒　井　　　誠

（公　明） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民） （自　民）

長谷川　えつこ 山　田　桂一郎 瀬之間　康　浩 森　　ひろたか 斉　藤　伸　一 高　橋　のりみ

（立　憲） （維　新） （自　民） （立　憲） （公　明） （自　民）

人 員 6 6 6 6 6 5

氏 青　木　亮　祐 伊　波　俊之助 東　　　みちよ 斉　藤　達　也 おさかべさやか 酒　井　　　誠
川　口　　　広 梶　村　　　充 磯　部　圭　太 鈴　木　太　郎 佐　藤 茂 白　井　亮　次
清　水　富　雄 鴨志田　啓　介 大　桑　正　貴 関　　　勝　則 渋　谷 健 田野井　一　雄
伏　見　幸　枝 小　松　範　昭 黒　川　　　勝 山　下　正　人 長谷川　琢　磨 高　橋　のりみ
増　永　純　女 佐　藤　祐　文 瀬之間　康　浩 山　田　一　誠 福　地 茂 藤　代　哲　夫

民 名 横　山　正　人 渡　邊　忠　則 横　山　勇太朗 遊　佐　大　輔 松　本 研

人 員 3 2 3 2 3 2

氏 尾　崎 太 木　内　秀　一 安　西　英　俊 髙　橋　正　治 市　来　栄美子 武　田　勝　久
竹野内 猛 行　田　朝　仁 斉　藤　伸　一

名 福　島　直　子 久　保　和　弘 仁　田　昌　寿 中　島　光　徳 竹　内　康　洋 望　月　康　弘

人 員 3 2 2 2 2 3

氏 荻　原　隆　宏 越久田　記　子 かざま　あさみ 藤　崎　浩太郎 田　中　ゆ　き 大　岩　真善和

髙　田　修　平 麓　　　理　恵

名 長谷川　えつこ 谷田部　孝　一 中　山　大　輔 森　　ひろたか 花　上　喜代志 山　浦　英　太

人 員 1 2 2 2 1 1

氏
関 嵩　史 大 山 しょうじ いそべ　尚　哉

田　中　紳　一 伊　藤　くみこ 柏　原　すぐる

名 山　田　桂一郎 くしだ　久　子 坂　井 太

共 人 員 1 1 1 1 1
氏

産 名

民 人 員 1 1 1 1
氏

主 名

太 人 員 1
氏

田 名

井 人 員 1
氏

上 名

人 員 1
氏

名

ト 人 員 1
氏

モ 名
大　野　トモイ

輿　石　かつ子

古　谷　靖　彦 大和田　あきお

公

明

無

維

井　上　さくら

新

自

立

憲

特 別 委 員 会

委 員 会 名

委　員　長

定　　数

氏名・会派

副 委 員 長

氏名・会派

太　田　正　孝

白　井　正　子 み　わ　智恵美宇佐美　さやか

深　作　祐　衣 坂　本　勝　司 二　井　くみよ こがゆ　康　弘

別紙２
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神 奈 川 県 内 神 奈 川 県
市 会 運 営 委 員 会 広 域 水 道 企 業 団 後 期 高 齢 者 医 療

議 会 議 員 広域連合議会議員

16 4 7
高　橋　のりみ

（自　民）

尾　崎 太

（公　明）

大　岩　真善和

（立　憲）

人 員 7 2 2

伊　波　俊之助

磯　部　圭　太

大　桑　正　貴

鴨志田　啓　介

高　橋　のりみ

長谷川　琢　磨

藤　代　哲　夫

公 人 員 3 1 2

氏 尾　崎 太 木　内　秀　一

久　保　和　弘

明 名 中　島　光　徳 仁　田　昌　寿

立 人 員 3 1 1

氏 大　岩　真善和

長谷川　えつこ

憲 名 藤　崎　浩太郎

維 人 員 2 1

氏 坂　井 太

新 名 関 嵩　史

共 人 員 1 1

産

民 人 員

主

太 人 員

田

井 人 員

上

人 員

ト 人 員

モ

委 員 会 等

定　　数

委　員　長

氏名・会派

副 委 員 長

氏名・会派

自 氏

黒　川 勝 大　桑　正　貴

渡　邊　忠　則 川　口 広
民

名

氏
名

行　田　朝　仁

山　浦　英　太 田　中　ゆ　き

柏　原　すぐる

氏
名

宇佐美　さやか み　わ　智恵美

氏
名

氏
名

氏
名

無 氏
名

別紙３
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ２ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   ５ 月 23 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 第  １ 号 議 案   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す  

          る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に  

          関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

 市 第  １ 号 議 案   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す  

          る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に  

          関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 市 報 第  １  号   市 営 住 宅 明 渡 等 請 求 事 件 に 係 る 訴 え の 提 起 及  

          び 市 営 住 宅 使 用 料 支 払 請 求 即 決 和 解 事 件 に 係  

          る 和 解 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ２  号   自 動 車 事 故 等 に つ い て の 損 害 賠 償 額 の 決 定 の  

          専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ３  号   変 更 契 約 の 締 結 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ４  号   和 解 の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ５  号   横 浜 市 水 道 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て の 専 決 処  

          分 報 告  

   以 上 ５ 件 報 告  

 

 

 市 報 第  ６  号   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て の 専 決 処  

          分 報 告  

 諮 問 市 第  １ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ２ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ３ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 市 第  ２ 号 議 案   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ３ 号 議 案   横 浜 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に  

          関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正  
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 市 第  ４ 号 議 案   横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保  

          育 事 業 の 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ５ 号 議 案   横 浜 市 無 料 低 額 宿 泊 所 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準  

          に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ６ 号 議 案   横 浜 市 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及  

          び 運 営 の 基 準 等 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 特 別  

          養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す  

          る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ７ 号 議 案   横 浜 市 救 急 医 療 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ８ 号 議 案   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 市 第  ９ 号 議 案   北 寺 尾 第  502 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  10 号 議 案   金 沢 区 福 浦 一 丁 目 所 在 市 有 土 地 及 び 建 物 の 処  

          分  

 市 第  11 号 議 案   損 害 賠 償 に つ い て の あ っ せ ん の 申 立 て  

 市 第  12 号 議 案   区 民 文 化 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  13 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ）  

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  14 号 議 案   保 土 ケ 谷 工 場 （ 仮 称 ） 改 築 工 事 請 負 契 約 の 締  

          結  

 市 第  15 号 議 案   金 沢 工 場 焼 却 炉 等 改 修 工 事 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  16 号 議 案   尾 張 屋 橋 住 宅 （ 仮 称 ） 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ）  

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  17 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号  

          ）  

 議 第  １ 号 議 案   横 浜 市 こ ど も ・ 子 育 て 基 本 条 例 の 制 定  

   以 上 21 件 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ２ 時 38 分  
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ３ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ５ 月 28 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   84 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 一 般 質 問  

   大 桑 正 貴 君 、 木 内 秀 一 君 、 越 久 田 記 子 君 、 柏 原 す ぐ る 君 、  

  宇 佐 美 さ や か 君 、 青 木 亮 祐 君 、 酒 井 誠 君 、 長 谷 川 え つ こ 君 、  

  深 作 祐 衣 君 、 大 野 ト モ イ 君  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ５ 時 42 分  
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ４ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   ６ 月 ５ 日  午 後 ２ 時 00 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 報 第  ６  号   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て の 専 決 処  

          分 報 告  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 承 認  

 

 諮 問 市 第  １ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ２ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ３ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

   以 上 ３ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 異 議 の な い 旨 答 申  

 

 議 第  １ 号 議 案   横 浜 市 こ ど も ・ 子 育 て 基 本 条 例 の 制 定  

 市 第  10 号 議 案   金 沢 区 福 浦 一 丁 目 所 在 市 有 土 地 及 び 建 物 の 処  

          分  

 市 第  ２ 号 議 案   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ３ 号 議 案   横 浜 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に  

          関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  ４ 号 議 案   横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保  

          育 事 業 の 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ５ 号 議 案   横 浜 市 無 料 低 額 宿 泊 所 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準  

          に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ６ 号 議 案   横 浜 市 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及  

          び 運 営 の 基 準 等 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 特 別  

          養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す  

          る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ７ 号 議 案   横 浜 市 救 急 医 療 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  ８ 号 議 案   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 市 第  ９ 号 議 案   北 寺 尾 第  502 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  11 号 議 案   損 害 賠 償 に つ い て の あ っ せ ん の 申 立 て  

 市 第  12 号 議 案   区 民 文 化 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  13 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ）  



                     横 浜 市 報  定期第 169 号 令和６年６月14日 

87 

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  14 号 議 案   保 土 ケ 谷 工 場 （ 仮 称 ） 改 築 工 事 請 負 契 約 の 締  

          結  

 市 第  15 号 議 案   金 沢 工 場 焼 却 炉 等 改 修 工 事 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  16 号 議 案   尾 張 屋 橋 住 宅 （ 仮 称 ） 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ）  

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  17 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号  

          ）  

   以 上 17 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 請 願 第  ３  号   地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 の 廃 案 を  

          求 め る 意 見 書 の 提 出 方 に つ い て  

 請 願 第  １  号   不 登 校 の 児 童 生 徒 の 多 様 な 学 び を 確 保 す る た  

          め の 経 済 的 支 援 制 度 の 確 立 に つ い て  

 請 願 第  ２  号   不 登 校 等 の 子 供 の 健 康 診 断 を 受 け る 権 利 を 保  

          障 す る た め の 制 度 の 確 立 に つ い て  

   以 上 ３ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 不 採 択  

 

 議 第  ４ 号 議 案   水 道 シ ス テ ム の 再 構 築 に 係 る 財 政 支 援 制 度 の  

          創 設 を 求 め る 意 見 書 の 提 出  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 及 び 同 補 充 員 各 ４ 人 の 選 挙  

   以 上 指 名 推 選 に よ り 選 挙 （ 当 選 人 氏 名  別 紙 ４ ）  

 

 閉 会 中 継 続 審 査  

   委 員 会 所 管 事 務 24 件 は 、 い ず れ も 閉 会 中 継 続 審 査 と し た 。  

 

４  閉 会 時 刻   午 後 ２ 時 41 分  
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横浜市選挙管理委員会委員及び同補充員名簿 

横浜市選挙管理委員会委員 

吉 原 訓 昭和22年３月27日生 

戸塚区下倉田町1233番地 自由民主党 

和 田 卓 生 昭和29年２月25日生 

旭区西川島町112番地の20 公明党 

森   敏 明 昭和24年５月27日生 

保土ケ谷区仏向町1367番地 立憲民主党 

藤 代 耕 一 昭和10年４月10日生 

神奈川区東神奈川一丁目８番地20－2002号 無所属 

同補充員 

第１番 川 口 正 壽 昭和18年３月22日生 

瀬谷区瀬谷四丁目４番地10－818号 自由民主党 

第２番 山 本 俊 明 昭和26年12月５日生 

保土ケ谷区常盤台18番１－302号 公明党 

第３番 伊 藤 純 一 昭和47年10月10日生 

磯子区杉田四丁目６番21号 菅沼荘201号 立憲民主党 

第４番 田 中 忠 昭 昭和19年３月８日生 

保土ケ谷区西谷一丁目13番25号 無所属 

別紙４




